
○国有財産一件別情報等の作成について          

         

平成２２年３月２４日 

財 理 第 １ ２ ８ ２ 号 

 

財務省理財局長から各財務（支）局長、沖縄総合事務局長宛 

 

 

標記のことについて、別添のとおり各省各庁国有財産総括部局長あて通知したから了知

されたい。 

なお、昭和 39 年 8 月 5 日付蔵国有第 343 号「国有財産の現況に関する記録の整備につ

いて」通達は廃止する。 

 

 

別 添 

国有財産一件別情報等の作成について 

  

平成２２年３月２４日 

財 理 第 １ ２ ８ ２ 号 

  

財務省理財局長から各省各庁国有財産総括部局長宛 

  

国有財産一件別情報及び国有財産特許権等一件別情報については、各省各庁の長が

所管する国有財産に関する現況を明らかにする観点から下記により取り扱うこととした

ので通知する。 

なお、昭和 39 年 8 月 5 日付蔵国有第 343 号「国有財産の現況に関する記録の整備に

ついて」通達は、廃止する。  

 

記 

１ 国有財産一件別情報 

（１）目的  

   国有財産一件別情報は、国有財産法(昭和 23 年法律第 73 号) 第 11 条の規定による

国有財産の現況に関する記録とすることを目的に整備するものとする。 

整備する項目は、各省各庁の長が所管する財産の所在地、用途、数量、台帳価格等 

別表１「国有財産一件別情報公表項目」とする。 

 

（２）作成方法  

  イ 国有財産一件別情報の公表用データ（以下「一件別データ」という。）の作成及

び修正方法については、平成 21 年 12 月 3 日付財理第 5195 号「国有財産総合情報

管理システム（台帳記録・決算機能）の実施について」通達第 2の 1に規定する業



務マニュアル （以下「業務マニュアル」という。）によるものとする。      

  ロ 一件別データの確認にあたって、国又は公共の安全の確保や個人情報の保護等か

ら業務遂行上公表することが不適切と判断される場合には、各省各庁の長の判断に

より情報内容の作成を省略又は情報内容を簡略化して作成することができる。     

  ハ 各省各庁の担当者は、前年度末一件別データが確定次第、上記ロの確認を行った

うえで、変更箇所がある場合は速やかに修正を行い、毎年 10 月末までに一件別デ

ータを確定するものとする。 

  二 確定した一件別データは、国有財産一件別情報として財務省ホームページにおい

て公表するものとする。   

 

 ２  国有特許権等一件別情報 

(1) 目的    

    国有財産特許権等一件別情報は、各省各庁の長が所管する無体財産権（特許権、

著作権、商標権、実用新案権、意匠権等）の登録番号、名称、存続期間等別表２

「国有財産特許権等公表項目」について、その現況を明らかにするとともに実施許

諾等による有効活用を図ることを目的として公表するものとする。 

 

(2)  作成方法 

イ 国有財産特許権等一件別情報の公表用データ（以下「特許権等データ」とい

う。）の作成及び修正方法については、業務マニュアルによるものとする。      

  ロ 各省各庁の担当者は、前年度末特許権等データが確定次第、変更箇所がある場合

は速やかに修正を行い、毎年 10 月末までに特許権等データを確定するものとする。 

  ハ  確定した特許権等データは、国有財産特許権等一件別情報として、財務省ホーム

ページにおいて公表するものとする。   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

           別表１ 

国有財産一件別情報公表項目 

          

（行政財産）   

区分等 公 表 項 目 

各区分共通 省庁名、部局名、会計名、分類種類名、口座名、登記上の表示、住居表

示、口座別合計価格、地図表示 

土地 用途、数量、台帳価格、取得年月日、取得事由、都市計画区域、用途地

域、 

建ペイ率、容積率、法定容積率に対する利用率 

建物 主要用途、棟数、数量（建・延べ）、台帳価格、取得年月日、取得事由 

主要建物 用途、構造、階数、数量（建・延べ）、台帳価格、取得年月日、取得事由

その他の国有

財産 

立木竹（台帳価格）、工作物（台帳価格）、船舶(数量・台帳価格)、航空

機(数量・台帳価格)、地上権等（数量・台帳価格）、特許権等（件数・台

帳価格） 

 

 

（普通財産） 

区分等  公 表 項 目 

各区分共通 省庁名、部局名、会計名、分類種類名、口座名、所在地、合計価格 

 

土地 数量、価格・都市計画区域、用途地域、建ぺい率、容積率 

建物 数量（建・延べ）、価格 

その他の国

有財産 

立木竹（台帳価格）、工作物（台帳価格）、船舶(数量・台帳価格)、 航空

機(数量・台帳価格)、特許権等（件数・台帳価格）、地上権等（数量・台

帳価格）政府出資等（台帳価格）、不動産の信託の受益権（台帳価格） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

別表２ 

国有財産特許権等一件別情報公表項目 

  

種 目 掲 載 内 容 

特許権 

商標権 

実用新案権 

意匠権 

育成権 

省庁名、会計名、部局名、出願国（注 1）、登録番号、名称等、種類ごとの

件数、共有の有無（注 2）、出願日、存続期間満了日、 

実施権等の設定の有無（注 3）  

著作権 省庁名、会計名、部局名、登録簿番号、名称等、種類ごとの件数、 

公表日、存続期間満了日、実施権等の設定の有無             

注1 外国の工業所有権等（特許庁）において独占権が発生した特許権等について 

の当概国名を表示 

注 2  特許権等が国以外の者との共有になっている場合、「○」として表示  

注 3  特許権等に実施権等が設定されている場合、「○」として表示  

  


